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平成 29年度入札状況 

平成 30年 3月 31日現在（単位：円） 

NO. 
入札日又は

契約日 
件 名 

落札者 
（契約の相手先） 

落札金額 
（契約金額） 

入札方法 
(参加・指名数) 

備 考 

1 平成 29年 

5月 1日 

コンサルティング契

約 

㈱グローバルヘル

スコンサルティン

グ・ジャパン 

5,200,000 随意契約 契約業者は、自社開発した分析ソフ
トによる経営コンサルティングを独
占的に行い、かつ業界最大手として

の実績を持ち、十分な知識、技術を
有することから、契約の相手方を特
定せざる得ない場合に該当するもの

（済生会経理規程第 68 条第 1 項第 1
号及び同契約手続要領第 21 条第 2
項） 

2 
平成 29年 

7月 24日 
除細動器 ㈱アステム 1,620,000 

一般競争 

(3) 
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平成 29年 

10月 6日 

 

非常用発電機増設工

事 
日本管財㈱ 80,555,556 随意契約 

契約業者は、機器及び建築一式を請
負い、かつ当院の設備維持管理委託

業者であることから、契約の相手方
を特定せざる得ない場合に該当する
もの（済生会経理規程第 68条第 1項

第 1号及び同契約手続要領第 21条第
2項） 

4 
平成 29年 

10月13日 

ＤＭＡＴカー(兼) 

高規格救急車 

大分トヨタ自動車

㈱ 
17,150,000 

一般競争 

(2)  

5 
平成 29年 

10月 13日 
コルポスコープ ㈱アステム 1,390,000 

指名競争 

(2) 

今回指定したメーカと代理店契約を
取り交わしているディーラーが、九

州では 2 者のみであるため（済生会
契約手続要領第 18条第 3項のやむを
得ない理由に該当） 

6 
平成 29年 

 10月 31日 

2.3.4 階系統空調設備

更新 
㈲イケダ電機 17,210,000 随意契約 

故障時の診療等への影響が大きく、

冬期前に工事を終える必要がある
等、急を要することから、契約の相
手方を特定せざる得ない場合に該当

するもの（済生会経理規程第 68条第
1 項第 1 号及び同契約手続要領第 21
条第 2項） 

7 
平成 29年 

 11月 6日 
LPガス供給改修工事 システム設備 林 395,020 

指名競争 

(3) 
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平成 29年 

11月 7日 

 

中央監視装置_リモー

トユニット 
日本管財㈱ 13,500,000 随意契約 

中央監視設備の一部交換であり、契
約業者は、同一メーカ製品の販売を
担当し、かつ当院の設備維持管理委

託業者であることから、契約の相手
方を特定せざる得ない場合に該当す
るもの（済生会経理規程第 68 条第 1

項第 1号及び同契約手続要領第 21条
第 2項） 

9 
平成 29年 

11月 22日 

全自動輸血検査シス

テム 
㈱アステム 11,500,000 随意契約 

急を要し同メーカの機器を選定した
ことから、契約の相手方を特定せざ

る得ない場合に該当するもの（済生
会経理規程第 68条第 1項第 1号及び
同契約手続要領第 21条第 2項） 
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NO. 
入札日又は

契約日 
件 名 

落札者 
（契約の相手先） 

落札金額 
（契約金額） 

入札方法 
(参加・指名数) 

備 考 

10 
平成 30年 

 1月 15日 

読影端末・放射線診断

レポート・検像システ

ムに係るハードウェ

ア更新 

シーメンス㈱ 24,537,037 随意契約 

保守契約終了に伴う装置の更新であ
り、現行の設定を引き継ぐことから、
契約の相手方を特定せざる得ない場

合に該当するもの（済生会経理規程
第 68条第 1項第 1号及び同契約手続
要領第 21条第 2項） 

11 
平成 30年 

1月 22日 
屋上スラブ工事 ㈱トーヨーテック 2,700,000 

一般競争 

(3) 
 

12 
平成 30年 

1月 22日 

DMAT用医療器械（喉頭

鏡・除細動器・エコー） 
㈱アステム 6,700,000 

一般競争 

(3) 

 
 

13 
平成 30年 

2月 4日 
全自動錠剤分包機 ㈱トーショー 9,800,000 随意契約 

現行の蓄積データの移行や電子カル
テ接続費用の発生を抑える必要があ

り、契約業者は同機器の製造販売を
担当していることから、契約の相手
方を特定せざる得ない場合に該当す

るもの（済生会経理規程第 68 条第 1
項第 1号及び同契約手続要領第 21条
第 2項） 

※ 落札金額に消費税相当額は含みません。  


